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付録 「雪みち懇談会提言の実現に向けた具体策について」アンケート結果 

 日本の全国土面積の約６割を有する雪国（積雪寒冷特別地域）において、本格的な冬期

道路管理の歴史が始まったのは、「積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特

別措置法」（以下、雪寒法）が制定された昭和３１年にさかのぼる。当時、雪国では、降雪

や低温等の厳しい気象による道路の通行障害のため、社会経済活動から日常生活に至るま

で、大きな負担および不安の中での生活を余儀なくされていた。また、雪による道路の通

行障害に加えて、雪によって路盤が損傷するため、その復旧に要する費用が雪国の財政を

相当圧迫していた時代でもあった。 
 雪寒法は、現在のようなモータリゼーションが発達していない戦後間もない時代に、来

るべきモータリゼーションの時代を視野に入れて、積雪や凍結などの現象を自然現象とし

て放置することなく、雪国における生活の安定と産業の振興を図ることを目的として制定

されたものである。 
 昭和３１年に雪寒法が制定されてから現在に至るまでの約４５年間に亘り、雪寒法に基

づく「雪寒事業」が実施されてきた結果、道路整備の進行とともに冬期道路交通の確保が

図られ、雪国は「開かれた地域」へと変貌を遂げることが可能となった。 
 しかし、近年では、少子高齢化や過疎化の進展などの社会状況の変化に伴い、冬期バリ

アや地域コミュニティーによる雪処理能力の低下などの新たな課題も生じてきている。ま

た、現在の我が国の財政状況を考えると、雪寒事業について、現在の水準を大幅に上回る

投資は困難な状況にあり、より効率的な事業の実施を図るとともに、既存の道路等を可能

な限り有効に使っていく様々な工夫を図っていくことも必要がある。 
 この提言は、当懇談会において、このような諸課題及び雪国の現状と今後の展望につい

て広範な議論を行い、今後の冬期道路交通の確保のために取り組むべき道路行政の課題と

その方向性について取りまとめたものである。なお、提言には、道路管理者だけでは対応

できない内容も多く含まれていることから、道路管理者においては、関係行政機関をはじ

め、その他関係する団体等との連携強化を図り、本提言の実現に向けて努力されることを

期待する。 
 

平成 15 年 9 月 30 日
雪 み ち 懇 談 会

本冊子は、計 5 回開催された「雪みち懇談会（H14.9 に設置）」にて審議された提言につ
いて、図・写真等を添えてわかりやすく紹介したものです。 



 

 

第１章 雪国の現状と今後の展望 

第１章 雪国の現状と今後の展望 

 

 我が国の雪国は、世界でも類をみない多雪地帯にもかかわらず、独特の豊
かな伝統と文化を育んできた。また、かつては冬期に地域間の交通が遮断さ
れ、孤立した生活を余儀なくされる「閉ざされた地域」であったが、今日で
は、冬期道路交通の確保が図られることに伴って交流が進み、我が国の人口
の１／４に匹敵する約 2,800 万人もの人々が生活するととともに、食料や豊
かな自然を提供する重要な地域となっている。 
 一方で、雪国においては、高齢化や中山間地域を中心とした過疎化の進展が
他の地域よりも一層顕著に進行することが予想されており、雪国が担っている
様々な機能を持続的に維持し、次世代に引き継いでいくことが、雪国ばかりで
はなく、我が国の国土を保全していくためにも大きな課題である。 
 魅力ある雪国づくりを支援する道づくり、冬期道路管理のあり方を考える
ためには、これらの課題を踏まえる必要がある。 
 

1．雪国の現状 

世界でも類を見ない多雪

地帯 

 

 

近年の少雪化傾向と異常

豪雪の発生 

 

 

道路が唯一の交通手段 
 

 

 
 

地域間交流・日常生活圏

の拡大 

 

 

 ○わが国の雪国は、低緯度に世界有数の降雪量を伴う多雪地

帯にあり、国土の約6割を占める23万km2の面積に約2,800

万人もの多数の人々が生活している。 

 

○近年では、長期的に見れば雪国では少雪化傾向にあるもの

の、異常豪雪が突然発生するなど雪の降り方も大きく変化

してきている。 

 

○雪国では、他の交通機関の発達していない場合が多く、

また、積雪や路面凍結により徒歩、自転車、バイクなどに

よる移動が困難になるため、冬期は一層自動車への依存が

高くなっている。 
 

○地域間交流の進展に伴って、通勤通学、買い物などの日

常生活圏が拡大し、通年を通した周辺市町村との相互依存

関係がますます深まりつつある。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■世界でも類を見ない多雪地帯 

図１ 雪国の人口と面積  資料：平成12年国勢調査 

図２  富山市の累計降雪量・最深積雪・冬期（12～3月）降水量の経年変化 

■道路が唯一の交通手段 

図３ １世帯あたりの自動車保有台数の推移 

自動車依存率の推移
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■近年の少雪化傾向と異常豪雪の発生 

資料：平成13年富山県総合雪計画

資料：自動車保有車両数月報 
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雪寒県：北海道、青森県、岩手県、

秋田県、宮城県、山形県、

福島県、新潟県、富山県、

石川県、福井県、長野県、

鳥取県、島根県 

 

※雪寒県とは、積雪地域に属する道

府県において、当該地域の人口及

び面積が、道府県の 50％以上に

該当する場合 

～生活に大きな影響を与える雪～ 

３８豪雪 
 （長岡市内） 

平成１２年の大雪 
（青森市内） 
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中心市街地の空洞化 

 

 

 
 

深刻な高齢化・過疎化の 

進行 

 

 
 

 

少子高齢化・核家族化に

伴う雪への対応力の低下 

 

 ○雪国においても、ライフスタイルの変化、モータリゼー

ションの進展等により、商業・公共施設が郊外移転し、中

心市街地の商業・サービス機能の空洞化が進行している。

 
 

○日本全体が高齢化社会へと移行する中で、雪国では高齢

化が全国平均を上回る勢いで進行している。また、雪国の

多くは関東圏、関西圏などの大都市圏への人口の移動が予

想されており、過疎化の進展も予想される。 

 
 

○雪国における少子高齢化・核家族化の進行に伴って、か

つては世帯や地域コミュニティー単位で行われていた雪

処理の能力が低下しているため、各世帯における消雪屋根

などの設置や地域住民による除雪費の協同積立てなどに

よる対応もみられる。しかしながら、道路の除排雪につい

ては、公共への依存が一層高まっており、雪処理に対する

公共意識の消失が進行している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国立社会保障・人口問題研究所 

■少子高齢化・核家族化に伴う雪への対応力の低下 

資料：国勢調査 

1世帯あたり人数の推移
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図７ 全国と雪寒県の１世帯当り人数の推移 

■中心市街地の空洞化 

図４ ショッピングセンターの立地推移（東北6県） 資料：国土交通省

空店舗が目立つ中心市街地
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■深刻な高齢化・過疎化の進行 

図６ 平成12年人口と平成22年予測人口との比較 

平成１２年人口から増加 
０～１％減少 
１～２％減少 
２％以上減少 

図５ 平成7年人口と平成12年人口との比較 

平成22年(2010年) 平成12年(2000年) 

平成７年人口から増加 
０～１％減少 
１～２％減少 
２％以上減少 

 
雪寒県：北海道、青森県、岩手県、

秋田県、宮城県、山形県、

福島県、新潟県、富山県、

石川県、福井県、長野県、

鳥取県、島根県 

 

※雪寒県とは、積雪地域に属する道

府県において、当該地域の人口及

び面積が、道府県の 50％以上に該

当する場合 

図 費用負担を伴う除排雪作業の実施  資料：平成 13 年度 冬期道路環境改善社会実験調査業務（北海道・小樽市） 
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町内会やグループで民間業者に除排
雪を委託

無回答
7%

行っていない
51%

行っている
42%

Q．除排雪作業の費用負担を 
行っているか、行っていないか？ 

～雪への対応力の低下に関する地域住民の対応事例～ 

Column 

資料：H13 年冬期道路環境改善社会実験（北海道・小樽市） 

除
雪
作
業
内
訳 

調査対象：小樽市内の町内会   
回答数：１７４ 
（８１％が６０歳以上の回答者） 

１０年後は 
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2．雪国の今後の展望 

豊富な国土資源の経済、
社会への貢献 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
美しい自然と歴史ある伝
統、文化の活用 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ○我が国は主要先進諸国と比較しても低い食料自給率であ
るが、雪国では豊富な国土資源を活用して食料自給率が高
く、今後においても、我が国の食料の安定供給を支えてい
く地域としての役割が期待される。 

 
 
○我が国の雪国のGDPは約7000億ドル（平成10年度、1ドル=
130円で試算）に達しており、北欧４カ国（デンマーク、
フィンランド、スウェーデン、ノルウェー）の約6900億ド
ルやカナダの約6100億ドルに匹敵するとともに、地理的特
性を生かし対岸諸国との活発な交流を行っており、アジア
諸国との交流窓口としての機能が期待される。 

 
 
○我が国の雪国は、その地理的・気候的な特性を生かした研
究開発が盛んであり、雪氷に関する研究分野で世界をリー
ドする地域となることが期待されている。 

 
 
○雪国は、明瞭な四季、豊かな自然環境を保持するとともに、
２０世紀型の経済発展の中で人々が見失いつつあった伝統
・文化などの資源を残している地域であり、ゆとりや安ら
ぎを取り戻すいやしの空間を提供してくれる観光地域とし
ての機能が期待される。 

 
○雪はそれ自体が観光資源である。雪国としての地域特性
を活かした観光資源は、国内ばかりなくアジア近隣諸国等
、雪国以外の地方の人々にとって、貴重な観光スポットで
ある。雪国は、これからも、雪を用いた祭りやイベント、
ウインター・スポーツなど、雪国独特のレクレーションや
観光などを豊富に提供できる地域であり、アジア諸国との
交流が一層促進されれば、アジアにおける冬期観光の拠点
の機能が期待される。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■豊富な国土資源の経済、社会への貢献 

図９ 国内の食料自給率（％） 
資料：平成13年度食料自給率レポート（農林水産省） 

図８ 主要先進国の食料自給率（％） 

図１０ 雪冷房システム （山形県舟形町） 

図１２ 北海道へ訪れる月別訪日外国人（アジア地域）
宿泊延数 

資料：北海道観光入込客数調査 
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図１１ 北海道へ訪れた外国人宿泊延べ人数の推移 

◆ 雪国の地理的・気候的な特性を生かした研究開発事例 

食料自給率（供給熱量ベース）
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■美しい自然と歴史ある伝統、文化の活用 

資料：平成13年東北雪対策連絡協議会 

北海道に訪れた外国人宿泊者延べ人数
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食糧自給率（供給熱量自給率） 
 ＝国民１人１日当たり国産供給熱量

／国民１人１日当たり供給熱量×100 

～冷熱資源としての雪活用～ 

Column 

雪室（山形県村山市） 

氷室（岩手県沢内村） 資料：東北雪対策連絡協議会 

食糧自給率（供給熱量自給率） 
 ＝国民１人１日当たり国産供給熱量

／国民１人１日当たり供給熱量×100 
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第１章 雪国の現状と今後の展望 

 

少子高齢化社会における
地域づくりの先導的役割 

 ○我が国が高齢化社会に移行する中で、雪国は全国平均を
上回るスピードで高齢化が進行しており、今後この傾向は
ますます加速することが予想されている。 

 
 
○雪国は、雪国以外の地域がこれから経験する高齢化社会
を現在体験している段階にある。雪国は我が国の21世紀に
おける持続的な発展を遂げるため、高齢化、除排雪などの
地域住民に直結する課題に対する地域づくりを先導する
役割を担っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■少子高齢化社会における地域づくりの先導的役割 

・就業者が第二、三次産業へ

移行し、農業人口が減少。

図１４ 新潟県Ａ町における産業別人口比率 

資料：国勢調査 

5.6 7.3 13.2 15.3 13.2 10.8 9.8

12.5

8.0

75.6

8.9

3.5

4.5

6.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在（H12）

30年前（S45）

15～19才 20～24才 25～29才 30～34才 35～39才 40～44才

45～49才 50～54才 55～59才 60～64才 65才以上

2,896人

385人

・若者の農業離れ、農業従事

者の高齢化が進行。 

◆加速する高齢者割合 

産業別人口比率

27.7%

76.6%

14.5% 16.0% 41.8%

16.9%

3.6% 3.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在（H12）

30年前（S45）

第１次産業（=農業） 第２次産業（建設） 第２次産業（その他） 第３次産業

3,783人

1,391人

図１５ 新潟県Ａ町における年齢別農業就業者 

資料：国立社会保障・人口問題研究所 

高齢者割合の今後の推移（％）

20.2

22.5

24.5

27.7

30.0
31.2

32.0

19.9

22.5

26.0

27.8
28.7

29.6

17.4

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

H12 H17 H22 H27 H32 H37 H42

雪寒県

全国

(年度) 

図１３ 高齢者割合の今後の推移（％） 

 
雪寒県：北海道、青森県、岩手県、

秋田県、宮城県、山形県、

福島県、新潟県、富山県、

石川県、福井県、長野県、

鳥取県、島根県 

 

※雪寒県とは、積雪地域に属する

道府県において、当該地域の人

口及び面積が、道府県の 50％以

上に該当する場合 

～雪国の地域づくりの事例（コンパクトな街づくり）～ 

Column 

資料：H11年青森都市計画マスタープラン

都市がコンパクトなると 

■通勤渋滞の緩和 
■近郊緑地や農地保全  
■中心市街地の活性化 
■自然・地球環境の保護 
■高齢者の商店街、公共交通施

設等の利用促進 

 

将来都市構造の概念図（青森市） 
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第２章 雪寒事業の現状と課題 

第２章 雪寒事業の現状と課題 

 

 雪国は、かつて冬期には積雪による長期間にわたる交通の途絶により、産業
経済活動の停止や生活の不安に悩まされるとともに、凍上による道路の破損等
が地方自治体に与える財政負担が大きかった。このような状況に加えて、戦後、
急速に自動車の普及が増加傾向にあったことから、このような現象を自然現象
として放置することなく、雪寒地域の産業の振興と民生の安定を図るため、雪
寒事業（除雪、防雪、凍雪害防止）を実施してきた。雪寒事業による施設整備
もある程度進み、雪国の冬期間の交通確保が図られるようになってきているが、
高齢化の進行や住民意識の変化など社会状況の変化により新たな課題が生じ
てきている。一方で、除雪延長は伸びているが、我が国の財政状況を考えると
雪寒事業について、現在の水準を大幅に上回る投資は困難であり、冬期交通確
保に向けて様々な工夫が求められている時代になっている。 
 以下に、現在の雪寒事業の課題について述べる。 

 

1.冬期における安全な幹線ネットワークの確保に関する課題 
冬期における安全な幹線

ネットワークの欠如 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ○雪寒事業では、積雪地域内の道府県道以上の道路の約８割

をカバーする約60,000kmの除雪が実施されるなど、広域的

な幹線ネットワークの確保に向けての取り組みが行われ

ている。 

 

○しかしながら、雪国では、冬期になると幅員の減少や路面

の凍結など運転しにくい路面状況の発生、吹雪等の視程障

害により著しく走行環境が低下する。その結果、旅行時間

が夏に比べて最大２倍以上にもなる幹線道路もあり、日常

生活や社会経済へ多大な影響を与えている。 

 

○特に、迂回路のない道路においては、豪雪・雪崩などによ

り通行不能になると、通行車両は復旧まで待機せざるを得

ない状況になり、沿線住民の生命を支える救急車両等にも

影響を及ぼすこととなる。 

 

○また、高速道路の通行止めの約60％以上が雪による通行止

めとなっており、広域的な経済活動や地域間交流を阻害す

る大きな要因となっている。 

 

○このため、引き続き安定した幹線ネットワークの確保を図

り、基礎的な生活条件の安定的な確保や地域間交流の支援

の強化を図っていくことが必要である。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

酒田－新庄間

冬期旅行時間 235％増加

夏期と冬期の旅行時間の違い

1.5倍未満

1.5～2.0倍未満

2.0倍以上

酒田－新庄間

冬期旅行時間 235％増加

夏期と冬期の旅行時間の違い

1.5倍未満

1.5～2.0倍未満

2.0倍以上

図１７ 夏期と冬期の旅行時間の違い 冬期 夏期 

■冬期における安全な幹線ネットワークの欠如 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1997年 1998年 1999年 平均

図１８ 高速道路の要因別通行止め 

             資料：（財）高速道路調査会 

吹雪による視程障害 

◆積雪地域内の道府県道以上の道路の約８割をカバー 

図１６  車道除雪延長の推移（全国） 

◆夏期と冬期の旅行時間の違い 

◆地域間交流を阻害する大きな要因 

図１９ 町職員から非常用の乾パンを受け
取るドライバー（津幡町地内）  

     出典：北國新聞2001年1月16日夕刊

国道159号や同国道につながる国
道8号で、スリップ事故の影響で、
十二時間以上にわたり車内で缶
詰状態となったため、車内の人に
非常用の乾パン、茶などを配付 

除 雪 延 長 の 推 移

2 ,0 0 0
3 ,4 9 2

2 1 ,9 1 3

3 4 ,5 6 5

4 5 ,1 9 9

5 1 ,2 3 7

5 5 ,6 8 9
5 8 ,0 3 4

5 9 ,9 1 2 6 0 ,7 1 9

0

5 ,0 0 0

1 0 ,0 0 0

1 5 ,0 0 0

2 0 ,0 0 0

2 5 ,0 0 0

3 0 ,0 0 0

3 5 ,0 0 0

4 0 ,0 0 0

4 5 ,0 0 0

5 0 ,0 0 0

5 5 ,0 0 0

6 0 ,0 0 0

6 5 ,0 0 0

S 3 2 年 S 3 5 年 S 4 0 年 S 4 5 年 S 5 0 年 S 5 5 年 S 6 0 年 H 2 年 H 7 年 H 1 2 年

（ k m ）
※ 雪 寒 地 域 の 県 道

資料：H13年国土交通省 

資料：国土交通省 

雪による通行止め
その他の原因による通行止め
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第２章 雪寒事業の現状と課題 

 

2.日常生活空間の安定した通行機能の確保に向けた課題 

冬期における渋滞や事故

の発生 

 ○凍結危険箇所への消融雪施設の整備や流雪溝の整備によ

り、交通事故の減少や旅行速度が改善されるなど雪に強い

通行機能の確保にむけて対策を行ってきたが、冬期になる

と路面の凍結や堆雪による幅員の減少により、通勤・通学

時や降雪時に深刻な渋滞を引き起こしている。 

 

○また、交差点や橋梁の取付部などの凍結箇所においては、

依然としてスリップ事故が発生している。特に、高齢化の

進展に伴って、ドライバーの高齢化も進展しており、安心

して走行できる路面管理が必要である。 

 

○雪寒事業では、今後とも冬期における凍結危険箇所や交通

のボトルネック箇所などの冬期交通の渋滞ポイントの解

消を進め、安心・快適な日常生活空間を提供していくこと

が必要である。 

 

日常生活空間や中心市街

地の通行機能の欠如 

 ○道路幅員の狭隘な中心市街地内の道路や住民に直結した

生活道路においては、車道の雪を堆雪するスペースがなく

、幅員の減少によって円滑な通行機能が妨げられている。

 

○特に、これらの道路においては、除雪機械が通行できない

幅員の狭い道路も多く、冬期間における走行環境の悪化が

著しい。 

 

○雪寒事業では、このような道路に対する快適性や利便性の

向上に向けた取組みが必要である。 

 

冬期における救急医療、

公共交通への確実性・信

頼性の欠如 

 ○雪国では、冬期になると渋滞や走行環境の悪化により救急

車の遅れやバスの所要到着時間の増大など救急医療、公共

交通の確実性・信頼性が低下しており、日常生活へ多大な

影響を与えている。 

 

○また、バスの所要到着時間の増大に加え、風雪を防ぐこと

のできない吹きさらしのバス停などにより、公共交通の利

便性が一段と低下し、マイカー利用を増加させており、そ

のことが交通量を増大させ渋滞を増大させている。 

 

○このため、冬期における救急医療や公共交通の確実性・信

頼性・利便性の向上に向けた取組みが必要である。 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

除雪を推進すべき場所（複数回答）      回答数

23.3%

32.1%

18.6%

21.5%

18.5%

15.5%

20.5%

14.3%

8.5%

9.1%

10.2%

7.1%

0.4%

0.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

その他の地域

雪国

住宅地や学校周辺等の日常生活空間 高齢者、障害者対応の施設周辺

多くの人が集まる駅前や商業業務地区 全国とﾈｯﾄﾜｰｸする高速道路、幹線道路

山間地の集落や家屋などの連絡道路 雪に不慣れな人が訪れる観光地、観光道路

その他、わからない

2,859

5,970

■日常生活空間や中心市街地の通行機能の欠如 

出典：北陸中日新聞 

 平成14年1月18日 

図２２  除雪を推進すべき場所（複数回答） 資料：H13年（社）雪センター 

■冬期における救急医療、公共交通への確実性・信頼性の欠如 

■冬期における渋滞や事故の発生 

図２０ 春志内トンネルにおける消融雪施設設備前と整備後との交通事故件数 
 資料：国土交通省 
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図２１ 福島県年齢層別免許証保有者数 
資料：福島県警察本部

雪国における自動車への依存度

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

積雪期

無雪期

自家用車

バス・タクシー

鉄道

自転車・徒歩

その他

無雪期：4月～11月

積雪期：12月～3月

自動車利用の増大

図２３  青森市内におけるバス所要時間の変化 

図２４  雪国おける自動車への依存度

雪国おける自動車への依存度

資料：H14年国土交通省 

資料：H7年国土交通省 

◆ 青森市内におけるバス所要時間の変化 

住宅地や学校周辺等の日常生活空間 

夏冬比=２．００

夏冬比=１．５０

夏走行時間（分）

夏冬比=１．００

１．６３６

東部営業所

終点
（ＮＴＴ青森）

１．２５０

２．０００

１．７０３

１０．１（分）

１７．２（分）

２２．０（分）
３６．０（分）

青森駅

第二問屋町

冬走行時間（分）

西部営業所

Ｈ１４．７　国土技術政策総合研究所資料

青森市営バスデータ
夏冬比：冬走行時間／夏走行時間

青森市内におけるバス所要時間の変化

２８．８（分）

３６．０（分）

２１．０（分）

４２．０（分）

Ｑ．除雪を 
推進すべき場所 
  （複数回答） 
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第２章 雪寒事業の現状と課題 

 

3.雪国特有のバリアに関する課題 

歩行空間において雪国特

有のバリアが存在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冬期バリアフリーに関す

る役割分担の問題 

 

 ○冬期における歩行者空間の確保を図るため、歩行者の多い

中心市街地や通学路、福祉施設周辺等における除雪・消融

雪施設の整備を実施し、歩行者空間確保に向けた対策を実

施しているが、依然として、冬期歩行空間の確保に関する

住民ニーズは大きい。 

 

○平成12年に施行された交通バリアフリー※法（高齢者、身

体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促

進に関する法律）の施行に伴い、バリアフリー対策が進め

られてきているが、雪国では、積雪による歩道幅員の減少

や凍結による転倒など、雪国特有のバリア（冬期バリア）

が発生するという特有の問題を抱えており、転倒事故も多

発している。 

 

○このため、雪寒事業においては、このような冬期バリアを

解消し、高齢者・身体障害者等を含む全ての人々が安全で

快適に利用できる冬期歩行者空間確保に向けた施策に取

り組む必要がある。 

 

○雪国の約30％の市町村において、地域住民・自治体・道路

管理者が連携した歩道除雪計画である「雪みち計画」を策

定するなどの取り組みも行われているが、住民ニーズに合

致した歩道管理を行っていくためには、地域住民と行政と

の適切な役割分担に基づいた一層の連携の充実が求めら

れている。 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※バリアフリー（barrier free） 
高齢者・障害者等が社会生活していく上での物理的、社会的、制度的、心理的及び情報面での障害を除去するという考え方。公共

交通機関のバリアフリー化とは、高齢者・障害者等が公共交通機関を円滑に利用できるようにすること。 

地域住民が全
てに責任をもっ
て実施すべき

15%

その他
3%

行政が全てに
責任をもって実

施すべき
20%

行政と住民が
役割分担を

もって実施す
べき
62%

■歩行空間において雪国特有のバリアが存在 

図２６ 札幌市で救急搬送された転倒事故数 
資料：札幌市消防局・札幌市 

資料：H14年第4次長野県雪対策計画

図２９ 市街地内歩道の除排雪（市民回答） 

地域住民が全
てに責任をもっ
て実施すべき

19%

その他
11%

行政が全てに
責任をもって
実施すべき

19%

行政と住民が
役割分担を
もって実施す

べき
51%

図２８  市街地内歩道の除排雪（行政回答） 

■冬期バリアフリーに関する役割分担の問題 

図２５  歩行者の項目別満足度  資料：H14年国土交通省

冬期路上転倒－年齢層と入院の有無－

1147

400

328

117

1569

506

260

83

0% 20% 40% 60% 80% 100%

65歳未満

65～74歳

75～84歳

85歳以上

入院した 入院しない

図２７ 冬期路上転倒（年齢層と入院の有無） 
（図２６の1996年～2001年の転倒事故に対する調査結果） 

歩道の排除雪につい
て、行政と住民ともに
役割分担をもって実
施すべきとの意識が
高い。 

資料：（社）北海道開発技術センター
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第２章 雪寒事業の現状と課題 

 

4．雪国の冬期観光や地域づくりを支援する上での課題 

冬期観光への支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雪国の地域づくりための

NPO等の支援や雪国の特

性を踏まえた防災計画が

必要 

 ○観光は、関連する幅広い分野を包含した産業であり、生産

・雇用面でも大きな経済効果を有するものであるが、例え

ば、国際観光をみると、日本人海外旅行者の約1,600万人

に対し、訪日外国人旅行者は約500万人にとどまっている

ほか、国際観光収支も大幅なマイナスの現状である。 

 

○また、雪国には多様な文化や伝統に根ざした地域資源が多

く存在するにもかかわらず、これらが十分に活かしきれて

おらず、冬期観光への支援が必要である。 

 

○雪国では、克雪だけでなく、利雪の視点を含んだ総合的な

地域づくり計画の策定が進んでおり、これらの地域づくり

を支援する施策が必要である。 

 

○特に、防災の観点からは、雪国では冬期になると渋滞や

走行・歩行環境の悪化により、地震等の災害における救

急車両の通行や救急物資の運搬が困難となることが想定

されるため、雪国の特性を踏まえた防災計画づくりを進

める必要がある。 

  

○行政と地域住民、ＮＰＯ等による先導的な地域づくり、ま

ちづくり活動が行われており、行政と地域住民のパートナ

ーシップに基づく魅力ある雪国の地域づくりを推進する

ＮＰＯ活動に対する支援策が求められている。 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■冬期観光への支援 

資料：平成13年度 観光白書 

図３３ NPO支援施策の実施状況 
資料：H12年国土交通省 
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イ、指針づくり

ア、条例づくり

現在ある 検討している 予定なし 不明

訪日外国人旅行者（約 600 人）アンケート 資料：平成13年度 観光白書

26,974

15,530

12,876

11,446

4,852

4,794

3,234

3,225

2,827

2,682

2,357

2,335

1,733

1,567

1,226

1,026

897

76

-1,174

-2,064

-3,018

-4,274

-15,408

-29,380

-31,765

-40,000 -30,000 -20,000 -10,000 0 10,000 20,000 30,000

スペイン

アメリカ

フランス

イタリア

タイ

ギリシャ

中国

シンガポール

韓国

メキシコ

インドネシア

マカオ

オーストラリア

マレーシア

フィリピン

インド

スイス

ロシア

カナダ

台湾

ベルギー

オランダ

イギリス

日本

ドイツ

百万ドル

図３２  主要国・地域の国際旅行収支（１９９９年）

図３０ 日本人海外旅行者数、訪日外国人旅行者数の推移  
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図３１ 外国人から見た日本が強調すべきイメージ（上位５位） 

■雪国の地域づくりのための NPO 等の支援や雪国の特性を踏まえた防災計画が必要 

資料：平成13年度 観光白書 

※グラフデータの調査対象
は都府県、市（区）町村か
ら８１１の回答 

雪原カーニバル（新潟県中里村） 

さっぽろ雪まつり 
（札幌市） 

～雪国の冬期イベント～ 
Column 

弘前城雪燈篭まつり 
（弘前市） 
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第２章 雪寒事業の現状と課題 

 

5.気象・道路情報の一元化、利用者への情報提供の課題 

きめ細やかな情報提供が

必要 

 

 

 

 

 

 

広域的な気象・道路情報

の一元化が必要 

 ○雪寒事業では、気象情報装置の設置や携帯電話、インター

ネットやＶＩＣＳ※などの様々な媒体を活用した気象・道

路情報の提供を行ってきている。 

 

○今後も、積極的な新技術の導入を図り、道路利用者が行動

を判断できる、よりきめ細やかな情報提供を推進すること

が必要である。 

 

○気象・道路情報の提供は、道路管理者毎に行われており、

情報提供の一元化が進んでいないため、道路利用者はone 

stopで情報を入手できない状況にある。 

 

○道路管理者の管理区分に依らない情報の提供が必要であり

道路管理者間の情報連携、情報の一元化が必要である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2

4.5

8.1

15.8

18.7

19.7

22.1

25.3

42.4

45.7

64.9

0 10 20 30 40 50 60 70

その他

雪のスポーツ・遊び

冬の行事・催し

住民が実施する除雪活動

高齢者の保険、福祉

除排雪の状況、予定

雪災害関係

公共交通機関運行状況

道路交通状況

道路路面状況

きめ細やかな天候、 気象情報

（％

資料：H13年富山県総合雪計画 

■広域的な気象・道路情報の一元化が必要 

出典：北陸中日新聞 （金沢） 平成13年1月19日 
図３５  必要とする雪に関する情報 

■きめ細やかな情報提供が必要 

Iモード 

道路情報板 

インターネット 

道路情報ターミナル  

VICS 

※ＶＩＣＳ（Vehicle Information and Communication System） 

「道路交通情報システム」の略。道路交通情報通信システム。渋滞・規制・道路案内・駐車場などの道路交通情報を車載器

へリアルタイムに提供するシステム。 

～ホームページによる冬期道路情報の提供事例～ 

Column 

図３４  きめ細やかな情報提供 
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高山国道事務所のホームページ 

 高山国道事務所では、冬期の路面

の凍結や積雪に関する情報など道

路利用者のニーズに合致した情報

を提供することにより、国土交通省

の全国の国道事務所の中で、第１位

のアクセス数となった（H14 年度）。 

凍 結 情 報 



 

 

第２章 雪寒事業の現状と課題 

 

6.新しいニーズに対応した雪寒対策技術開発の課題 

除雪・薬剤散布の効率化

に向けた路面管理手法の

確立 

 

 

 

 

環境に配慮した自然・未

利用エネルギーを活用し

た消融雪施設整備等の継

続的な技術開発 

 ○除雪・薬剤散布を効率的に行うため、観測機器等の充実を

図るとともに、路面状況予測システムの開発に取り組んで

いるが、未だ技術が確立されていない。 

 

○効率的な除雪や薬剤散布を行うためには、観測体制の高度

化と路面状況を予測する技術の精度の向上が必要である。

 

○電力などの電熱やボイラーを利用した消融雪施設は、即効

性・持続性に優れた施設であるが、メンテナンスコストが

大きいとともに、ＣＯ2の排出など環境面でも課題も多い。

 

○雪国の有する無限の利用可能性を秘めた風力などの自然

エネルギーを最大限利用する技術開発を進めるとともに、

雪みちに強い舗装技術の開発が必要である。 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■除雪・薬剤散布の効率化に向けた路面管理手法の確立 

■環境に配慮した自然・未利用エネルギーを活用した消融雪施設整備等の継続的な技術開発 

凍結防止剤の散布作業 

図３６  凍結防止剤散布量と散布費の割合（東北地方） 資料：国土交通省 

資料： 
1)CO2排出量は、環境省の

CO2排出係数を使用。 
2)電力に関しては、路面消・

融雪施設等設計要領（平

成12年）p.136,p.214を使

用（北陸地方整備局） 
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32%
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20歳以上の市民男女1万人のうち4611回答 

20年間の融雪工法別二酸化炭素排出量
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図３８ 融雪工法別のＣＯ２排出量 

  

塩化ナトリウム混合アスファルト 廃材ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟを利用した弾性舗装 

Column 
～雪みちに強い舗装技術の開発事例～   

図３７  平成14年度札幌アンケート調査 
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第２章 雪寒事業の現状と課題 

 

7. 冬期道路管理を効果的に実施していく上での課題 

雪寒事業の評価に関する

課題 

 

 

 

サービスレベルの設定に

関する課題 

 

 

 

 

 

 

 

コストの縮減 

 

 

 

 

アカウンタビリティ※に

関する課題 

 

 

 

 

○雪寒事業の実施に当たっては、他の公共事業と同様に、事

業効果（便益）を的確に捉えた事業評価を行うとともに、

それぞれの施策の効果を明らかにしていくことが必要で

ある。 

 

○わが国の雪国は、諸外国の雪国と異なり降雪が多く、また

地域毎に雪質が異なるため、画一的な基準を明確に設定す

ることが難しい。 

 

○しかしながら、効率的な冬期道路管理を図るとともに、住

民に対して明確な行政の責任範囲を提示するためにもサ

ービスレベルの設定が不可欠であり、今後冬期道路管理の

サービスレベルの設定に向けた検討が必要である。 

 

○消融雪施設等は、電力などのランニングコストが大きく、

また、耐用年数も他の道路構造物と比較して短いため更新

コストも大きいことから、コスト縮減が大きな課題となっ

ている。 

 

○除雪の実施や消融雪施設の計画・整備に当たっては、事前

に地域住民へその内容を説明するとともに、パブリック・

インボルブメント※の導入など、地域住民のニーズに基づ

いた事業の実施を推進する必要がある。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「情報提供あり」とは、調査票とと
もに、札幌市の雪対策の経緯と現状
として、下記項目についての情報提
供の説明文を添えて行った調査。
 ・札幌市の除排雪費の推移 
 ・年度別道路管理延長と除雪延長
 ・「雪さっぽろ２１計画」 

■コストの縮減 

■説明責任に関する課題 

資料：『除排雪事業における住民満足度と行政情報提供の効果に関する研究』

建設マネジメント研究論文集vol8 2000 

図４２  融雪施設に対する満足度 

   資料：H14年独立行政法人土木研究所 

修繕期間

橋梁

消融雪

約30～50年

約10～15年

図４１  修繕期間イメージ図 

修繕または、新たな整備が必要

■雪寒事業の評価に関する課題 
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信頼性・実績
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維持管理性
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環境
1% 融雪能力

1%

経済性
62%

図４０ 施設管理者へのアンケート調査 

        ～道路消融雪設備の課題について～ 

融雪施設に対する満足度

0% 20% 40% 60% 80% 100%

情報提供あり

情報提供なし

満足・ほぼ満足 どちらでもない 不満・やや不満

国道342号冬期閉鎖区間 
 ・平成12年5月19日解除 
 ・平成13年4月28日解除

10,229千円

27,137千円2,940人

7,458人

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

GW後開放（H12）

5/20オープン

GW後開放（H13）

4/29オープン

千円

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

人

売上額

利用者数

図３９ 栗駒山荘の利用者数及び売上額

資料：「道路」 2002，2月

    
  

  

※パブリック・インボルブメント（public involvement） 
公共事業等を進める上で、計画策定や意思決定の段階から、住民の参加を求め、住民など広く関係者の意見をできるかぎ

り反映させる方式のこと。 

※アカウンタビリティ（accountability） 
公共事業実施者の説明責任のこと。公共事業の説明責任とは、「政策、施策等を説明する責任」という意味に加え、「政策、

施策等を説明できる方法で実施する責任」という意味を含み、政策、施策等の内容の説明、実施過程の説明、実績の評価等

を国民に対して実施する責任があり、さらに、その説明を「わかりやすく」行う責任があることをいう。 

Column 

～フィンランドの冬期道路維持管理～ 

  

  

資料：PIARC２００２ 
 Snow&Datebook中間報告

フィンランドでは、サービスレベルとして主に、
交通量、道路種別、地域の気候、摩擦係数、路面
積雪深、作業サイクル時間、路面の平坦性により、
５段階の維持すべき路面状態を定めている。 

摩擦係数の基準 交通量に応じた維持管理等級 

路面状況の各階級 

Is Iｌｂ 

II III
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第２章 雪寒事業の現状と課題 

 
高齢化・少子化により

個々の世帯の雪処理対

応力が低下 
 

 ○核家族化の進展や高齢者世帯の増加により、かつては

各々の世帯で行っていた雪対策への対応力が低下してき

ている。 
 

住民の公共意識のあり

方に関する課題 

 ○我が国は世界的にみて、若年層を中心に公共意識に基づ

く活動（ボランティア活動など）意識が低く、地域コミュ

ニティーによる地域協働型の雪対策が困難になりつつあ

る。 

 

雪に対する知識不足に

関する課題 

 ○雪国以外の人が雪みちを運転する場合には、道路の路側

でチェーン着脱を行うなど、雪みちを運転する場合の基礎

的な知識不足に起因する渋滞や事故を引き起こしている。

 

○近年の少雪化傾向に伴い、若年層の雪に対する知識が不

足しており今後、雪および雪道に対する理解や雪国の文化

や伝統を継承するための仕組みが必要である。 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４３  年をとって戸建住宅から集合住宅に移った理由 
資料：2002年冬の都市フォーラム論文集 

28.4%

13.6%

27.2%

16.0%

6.2%

27.2%

38.3%

19.8%

13.6%

64.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

その他

子供と暮らすため

維持管理が楽なので

子供が独立して戸建が広すぎた

災害時安心

防犯上安全

便利で快適な生活ができる

暖房費が経済的なので

近隣関係が煩しくないので

除雪が楽なので

地域や社会をよりよくしたい

6.3

6.6

11.3

15.5

16.3

18.2

18.6

19.8

29.1

47.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

ロシア

ドイツ

日本

イギリス

スウェーデン

フランス

ブラジル

韓国

アメリカ

タイ

（％）

図４５ ボランティア活動に対する興味 
 資料：第６回世界青年意識調査報告書（1989年、総務庁） 

■住民の公共意識のあり方に関する課題 

図４６ 年齢層別にみたボランティア活動や地域活動への参加意欲 

             資料： H12年国土交通省資料   

■雪に対する知識不足に関する課題 

マナーの低下・知識不足が及ぼす渋滞 通行の妨げとなる場所でのチェーン装着 

■高齢化・少子化により個々の世帯の雪処理対応力が低下 

図４４  雪国の世帯構成 資料：国勢調査

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H12

H7

H2

S60

S55

S50

核家族世帯 単独世帯 その他世帯

6.5%

11.9%

5.6%

14.5%

12.6% 39.5%

45.6%

39.8%

34.7%

28.1% 50.3%

36.8%

43.2%

32.5%

33.2% 14.7%

7.5%

11.3%

16.6%

15.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60歳以上

積極的に参加したい どちらかというと参加したい

あまり参加したいとは思わない 参加したいとは思わない

年 

出典：北國新聞 （金沢） 平成13年1月21日 

～少雪傾向と雪道に対する知識不足～ 
Column 
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第３章 今後の雪国を支える道づくり・道づかいの基本的方向と新たな施策 

第３章 今後の雪国を支える道づくり・道づかいの基本的方向と新 

    たな施策 

 

 魅力ある雪国の形成と持続的な発展を支えていくために、地域住民との連
携強化を図りつつ、地域特性や雪の利用を考慮した総合的な計画に基づいた
地域づくりを支える道づくり（ハード）を推進していく必要がある。また、
今後の道づくりにあたっては、既存ストックの有効利用の観点から、既存道
路の機能を最大限有効に使いこなす「道づかい」の視点（ソフト）を念頭に
おくことも必要である。 
 また、雪国においては、人口減、少子・高齢化などが進行しているために、
周辺地域との連携強化や機能分担が進行するものと考えられるため、このよ
うな地域社会の変化に対応することも重要である。 
 加えて、雪寒事業の進め方に際しても、事業の効率性やコストの縮減など
の観点が求められるとともに、雪国においては雪寒事業が最も地域住民に身
近な公共事業であるために、地域住民への説明責任の徹底と公共意識に基づ
く地域住民と行政とのパートナーシップの確立（ハート）が必要である。 
 以下に、今後実施すべき重要な施策について提示する。 

 

 

１．雪寒事業に関する事項 

1）冬期における安全な幹線ネットワークの確保 

広域的な幹線道路の通

行機能の確保 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○産業の振興・発展においては、安定した道路交通の確保

が不可欠であり、ナショナルミニマム※としての民生の

安定、産業の振興に寄与する冬期道路交通を今後とも安

定して確保すべきである。 

 

○全国各地との広範な交流・連携を支えていくため、除雪

及び雪寒対策施設の整備を進め、安定した幹線ネットワ

ークの確保を図るべきである。 

 

○幹線道路については、雪により途絶や遅延が生じた場合

に、産業や人の交流に対して多大な影響を及ぼすことか

ら、雪崩・地吹雪から通行機能を確保する防雪施設の整

備や堆雪幅の確保を図るとともに、代替路を整備するな

どして、より安定した冬期モビリティの確保に努めるべ

きである。 

  

迂回路のない生命線道

路の通行機能の確保 

 ○孤立集落の解消、日常物資の供給、医療機会の提供など

基礎的な生活条件を確保するため、迂回路のない生命線

道路について安定した冬期の道路交通の確保を図るべ

きである。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ナショナルミニマム(national minimum) 
国家が保障すべき国民の最低限度の生活水準のこと。社会資本の整備水準を表す意味で用いることもある。 

１）冬期における安全な幹線ネットワークの確保 
■広域的な幹線道路の通行機能の確保 

除雪作業（拡幅除雪）

スノーシェルター 

■迂回路のない生命線道路の通行機能の確保 

■新たな施策の観点 

資料：H10年国土交通省 
図４７  国道２３１号大別苅道路の整備による整備効果状況 

除雪作業（梯団除雪）

雪崩予防柵 吹き払い柵

　

‘かたち’を変える

（ハード：テクノロジー）

・バリアフリーなど（段差の解消・幅員の確保など）

・利便性の追求、快適性の向上

・ネットワークの形成　　　　　　　　など

‘しくみ’を創る

（ソフト：システム）

　・利用者の声を取り込む

　・情報交流を促す

・ 移動の連続性を確保する

など

‘こころ’を育てる

（ハート：意識）

　　・気軽に助け合える

　　・無意識の迷惑をなくす

　　・移動し易いように工夫する

　　　　　　　　　　　など

 

ハード:地域特性や雪の利用を考慮した

総合的な計画に基づいた地域づ

くりを支える道づくり 
 
 
ソフト:既存道路の機能を最大限有効に

使いこなす「道づかい」の視点 
 
 
ハート:地域住民への説明責任の徹底と

公共意識に基づく地域住民と行

政とのパートナーシップの確立 

－ 雪寒対策施設 － 

 － 幹線道路の除雪作業 － 

資料：雪国の視座
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第３章 今後の雪国を支える道づくり・道づかいの基本的方向と新たな施策 

 

 

2）日常生活空間の通行機能の確保 

冬期における救急医

療、公共交通への確実

性・信頼性の確保 

 ○冬期における救急医療、公共交通への確実性・信頼性を

確保するために、凍結危険箇所や橋梁部、踏切、交差点、

急坂路などの交通のボトルネック箇所について重点的

に消融雪施設などの対策を進め、日常生活空間の通行機

能の確保を図るべきである。 

 

○特に公共交通の確実性・信頼性を確保し利便性を向上さ

せることは、マイカー利用等の自粛を誘導させ交通渋滞

を緩和させる重要な対策であることから、バスロケーシ

ョンシステム※や冬期にも使いやすいバス停への支援、

堆雪に伴う乗降段差の解消など公共交通機関の利便性

向上に向けた対策を進めるべきである。 

 

冬期道路交通の安定

性の確保に向けた対

策の推進 

 ○堆雪による車道や歩道空間の閉塞、減少を防ぎ、市街地

における安全な道路空間を確保するため、消融雪施設や

流雪溝の整備を進めるとともに、迷惑駐車を抑制するな

ど、自治体や沿線住民との連携を図り、既存道路ストッ

クを最大限に有効に活用する方策を検討すべきである。
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２）日常生活空間の通行機能の確保 
■冬期における救急医療、公共交通への確実性・信頼性の確保 

■冬期道路交通の安定性の確保に向けた対策の推進 

資料：国土交通省 

1 7 .1

2 1 .0
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1 7 .0
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2 2 .0
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0
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H 6 H 7 （ 年 度 ）

（ km / ｈ ）

2条 通 り

平 均

1条 通 り

4条 通 り （国 道 12号 ）

（整 備 前 ） （整 備 後 ）

旅

行

速

度

整
備
前 

図４９  流雪溝の整備効果 

整
備
後 

図４８ 冬期にも使いやすいバス停とバスロケーションシステム 
      （インターネットによる路線バス情報）の整備 

風雪の中、長時間バスを待つ利用者 

防風バス停整備による利便性向上 

情報提供による待ち時間の短縮 

資料：国土交通省
※バスロケーションシステム（bus location system） 

バスの走行位置をバス停等で表示し、バス待ち客の利便を向上するシステム。 

 

 
～日常生活空間を支える道づかいの事例～ 

Column 

小樽市と北海道では、行政と
地域住民が協力して市街地の
冬期道路環境改善を図ること
を目的に社会実験を実施し有
効性や課題などについて検討
を行っている。 

冬期、住宅密集地においては、雪捨て場に
苦慮している状況にある（右写真）。青森市
では、住宅地の空き地の所有者が、地域住
民のための雪寄せ場として、町内会に無償
で土地を貸付した場合、貸し付けた部分の
面積にかかる固定資産税の3分の1の減免
措置を行っている。 

～ 民有地の雪寄せ場としての利用による固定資産税の減免措置～ 

民有地の雪捨て場活用状況（青森市内） 

～ 共同融雪槽について ～ 

融雪槽の設置状況 

資料：青森市

資料：H14年北海道・小樽市 
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 第３章 今後の雪国を支える道づくり・道づかいの基本的方向と新たな施策 
 

 

3）冬期バリアフリー対策の推進 

冬期バリアフリー計画

立案の推進と対策実施 

 ○人々が多く集まる駅周辺、中心市街地や通学路等におい

ては、だれもが安全で快適な冬期における歩行が可能と

なるように、冬期バリアフリー※計画の立案を積極的に

進め、歩道除雪の充実、消融雪施設、流雪溝、堆雪幅等

の整備を推進すべきである。 

 

○特に歩行者の多い中心市街地においては、降雪時におい

ても安全で快適な歩行者空間を確保するために、自治体

や沿道施設管理者との連携を図り、無雪歩行空間ネット

ワークの形成を図るべきである。 

 

○冬期バリアフリーの推進に当たっては、道路管理者だけ

で実施することは限界があり、諸外国や我が国のいくつ

かの地域で実施しているように、地域住民等との連携を

強化し、適切な役割分担を図っていくべきである。既に

実施している除雪機械の貸し出しについても、より連携

が強化されるように工夫も図っていくべきである。 

 

○また、地域住民との連携を強化するためには、冬期バ

リアフリー対策の重要性をより強く意識してもらうた

めの積極的なＰＲ活動を実施すべきである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３）冬期バリアフリー対策の推進 
■冬期バリアフリー計画立案の推進と対策実施 

図５０  各種事業の協調による冬期バリアフリー対策

【諸外国の歩道除雪】 
歩道の除雪主体項　目

国・都市名 行政 行政＋市民 市民

エドモントン ●
カナダ

カルガリー ●

ミネアポリス ●
アメリカ

アンカレッジ ●

フィンランド タンペイ ●

ノルウェー オスロ ●

ドイツ ミュンヘン ●

オーストリア ウィーン ●

フランス アルベールビル ●

中国 瀋陽 ●

資料：道路の移動円滑化整備ガイドライン（2003年） 

図５１  諸外国歩道除雪の連携状況 

※バリアフリー（barrier free） 
高齢者・障害者等が社会生活していく上での物理的、社会的、制度的、心理的及び情報面での障害を除去するという考え方。公

共交通機関のバリアフリー化とは、高齢者・障害者等が公共交通機関を円滑に利用できるようにすること。 

～地域住民等との連携～  

官：雪の仮置き場、除雪機械の提供 
民：除雪作業 

 【小国町除雪協力会】 

小国町中心部の住宅周辺の除雪は、
住民が行うというルール化がされ、
３８年間の長い間、官民一体となっ
た除雪体制を続けてきた。 

【参加者の声】 
・融雪道路とそうでない道路の境界

目が凍っていたり、融けている所

と凍っているところのギャップが

ある。 

・交差点の歩きにくさを改めて実感 

【雪みち観察隊(青森市)】

Column 

資料：１９９２年冬季都市環境問題研究部会 

資料：H14年国土交通省資料：H14年東北雪対策連絡協議会 
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4）雪国の冬期観光と地域づくりを支援する道づくりの推進 

雪国の冬期観光を活か

し支援する雪寒対策の

推進 
 
 

 

 

 

 

 ○雪国独特の美しい自然環境、文化・伝統等を活用して雪

国の活性化を図るため、空港へのアクセスとなる幹線道

路について円滑な冬期道路空間の確保を図るとともに、

冬期バリアフリー対策を含めたユニバーサルデザイン※

の観点での取り組みを進めるべきである。 
 
○ 雪国のイベントや祭り等への道路空間の開放を図ると

ともに、雪国の観光や冬期レクレーションを支援する

道づくり、道づかいの推進を図るべきである。 
 

雪国の特色を生かした

地域づくりを支援する

雪寒対策や地域づくり

を支えるＮＰＯ等への

支援の充実 

 
 
 
 

 

 ○ 雪国では、活力ある雪国の地域づくりに向けて、非積

雪期も考慮した克雪や雪の有効利用などの利雪の観点

を含んだ地域連携や総合的な地域づくり計画の策定が

進んでおり、このような計画を支援する道づくり、道

づかいを推進すべきである。 
 
○また、雪国における防災計画は積雪を前提としていない

場合が多いことから、特に地震等の被災地の教訓を活か

し、積雪寒冷の特性を踏まえた地域防災計画づくりを進

めるべきである。 
 
○加えて、道路交通の観点からは、雪氷障害は地震・河川

氾濫等と同様に災害であると捉え、多雪地帯は元より異

常豪雪が突然発生する地域においても冬期防災倉庫の

整備や災害用資材のストックを推進すべきである。 
 
○行政と地域住民とのパートナーシップに基づく地域づ

くりを推進するため、両者の連携を支えるＮＰＯの育成

を支援すべきである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

※ユニバーサルデザイン(universal design) 
ユニバーサルデザインとは、「すべての人

のデザイン」という意味。今後、少子高齢

化や国際化、年齢などの違いを超えて、す

べての人が暮らしやすいように、まちづく

り、ものづくり、環境づくりなどを行って

いこうという考え方である。 

４）雪国の冬期観光と地域づくりを支援する道づくりの推進 
■雪国の冬期観光を活かし支援する雪寒対策の推進 

項　　目 概　　要

①道路の雪対策

②排除雪施設等の整備

③雪崩防止対策の推進

④住宅除雪体制の整備

1.排除雪体制・施設整備等の推進

⑤消防水利の整備

①冬期緊急道路確保路線網図の整備

②通信交通手段の確保

③雪上交通手段の確保

④収容避難所体制の整備

2.緊急活動体制の整備

⑤積雪期用資機材の整備

3.スキー客対策の推進

4.総合的雪対策の推進

○山形県地域防災

計画「震災対策

編」に「第 23 章 
積雪期の地震災

害予防計画」が

新たに追加。 

資料：H11 年山形県地域防災計画 

◆ 山形県地域防災計画（震災対策編） 第 23 章 積雪期の地震災害予防計画 

■雪国の特色を生かした地域づくりを支援する雪寒対策や地域づくりを支えるＮＰＯ等への支援の充実 

雪だるまロード（青森県青森市） 

上杉雪灯篭まつり 
（山形県米沢市） 

ゆきとぴあ七曲 
（秋田県羽後町） 

雪の回廊バスツアー30 景

巡り（青森市） 

十和田湖雪まつり 
（十和田湖町） 

八甲田山雪中行群（十和田湖町） 

岩手雪まつり（雫石町） 

湯田温泉狭雪あかり（湯田町） 

えぼし雪上花火大会（蔵王町） 

田沢湖高原雪まつり 
（田沢湖町） 

大内宿雪まつり（下郷町） 
雪と火のまつり 

（三島町） 

会津かねやま雪まつり 
（金山町） 

～東北地方における冬期観光～ 

新庄雪まつり 
（新庄市） 

Column 

くりこま高原雪っこ大会（栗駒町） 

真夏の雪まつり 
（檜枝岐村） 

雪だるまロード（青森県青森市） 

資料：(社)雪センター 

資料：国土交通省

◆ 地震被災地の教訓（もし冬に地震が起きたら・・・） 

雪国の冬期観光への支援イメージ 

雪国の冬期観光を支援
するため、空港へのアク
セス道路の確保、市街
地内の冬期バリアフリー
対策、冬期のイベントへ
の道路空間確保を推進

地震で屋根が倒壊した家屋 地震で被害を受けた家屋位置図（Ｈ１５年宮城県北部地震） 
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5）ＩＴＳ等の情報技術の活用の推進 

利用者が必要とする情

報提供に向けたシステ

ムの統一、仕組みづく

り 

 

 ○冬期における気象・道路情報の積極的収集を進め、道路

利用者が必要とする情報を一元的に収集可能となるよう

道路管理者間が保有する情報の一元化に向けたシステム

の構築、一元的提供の仕組みづくりを推進するべきであ

る。 

 

きめ細やかな情報提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○道路利用者の多様なニーズに対応するため、携帯電話、

インターネット、ＶＩＣＳ※などの様々な媒体を通じた情

報提供などＩＴ技術を活用したリアルタイムな情報提供

の充実を進めるべきである。 

 

○ＩＴを活用し、現在の除雪の実施状況や今後の実施予定

などの状況についても積極的に情報提供を行うべきであ

る。 

 

雪国におけるＩＴＳ

（冬期ＩＴＳ）等の情

報技術を活用した適切

な情報提供 

 ○雪道の安全な走行に向け、吹雪などの視程障害時に道路

線形に応じたドライバーの視線誘導や前方で停止してい

る事故車両などをすばやく検知し後続車両に危険警告を

促す研究・開発が進められているが、このような雪国にお

けるＩＴＳ※の活用を促進するべきである。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※ＩＴＳ（Intelligent Transport Systems） 
「高度道路交通システム」の略。高度道路交通システム。最先端の情報通信技術（ＩＴ）を活用し人と道路とクルマとを一体として構築する

ことによって、交通事故や渋滞など道路交通問題の解決等幅広い社会経済効果が期待されるシステム。 

※ＶＩＣＳ（Vehicle Information and Communication System） 
「道路交通情報システム」の略。道路交通情報通信システム。渋滞・規制・道路案内・駐車場などの道路交通情報を車載器へリアルタイム

に提供するシステム。 

５）ITS 等の情報技術の活用の推進 

■利用者が必要とする情報提供に向けたシステムの統一、仕組みづくり 

■きめ細やかな情報提供 

資料：独立行政法人北海道開発土木研究所(H14年) 

資料：新潟県IT＆ITS推進協議会（H13年）

■雪国における ITS（冬期 ITS）等の情報技術を活用した適切な情報提供 

図５４ インテリジェントデリニェータシステム 

図５２ 情報共有システム

イメージ図 

資料：国土交通省 

図５３ 除雪ルート情報の提供イメージ 

「インテリジェント・デリニェータ・シス

テム」では、比較的雪に強い特性をもつ「ミ

リ波レーダー」をセンサーに採用している。

センサーは、前方で停止している車両を、

センサーがすばやく検知し、後続車両に警

報灯などで危険警告を行うシステム。 

●除雪作業に関して、現在の除雪状
況、今後の除雪予定を地域住民に公
示する。 

除雪状況を知りたい地域住民は、電
話、インターネットなどで除雪の状
況、今後の除雪ルート予定を把握する
ことができる。 

Column 

『スマート札幌ゆき情報実験 2002』は、天気や道路など雪に関するさまざまな情報をパソ
コンや携帯電話で提供し、毎日の通勤・通学や暮らしに役立て、冬期における道路交通問
題の解決を図る。 

a)通勤・通学ゆき情報 b)札幌ゆき情報 c)市民発信によるゆ

き情報相互交換 

d)郊外部の吹雪情報

e)事業者向け情報 

情報提供タイプ 

資料：スマート札幌ゆき情報実験協議会 

～個人等への雪情報の提供事例～ 
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6）新しいニーズに対応した雪寒対策技術の推進 

道路管理手法の高度化 

 

  

 

 

 

 

 ○気象情報データなどの収集システムの整備を通じ、凍結

防止剤の散布や除雪出動のタイミングの的確化など冬期

の道路管理の高度化、効率化を図っていくべきである。

 

○また、現在、凍結防止剤として活用されている塩化物系

融雪剤の構造物や環境への影響について継続的な調査を

実施すべきである。 

 

○冬期の道路交通の安全性の向上などの視点から、冬期の

渋滞・事故対策などに関する技術及び雪みちに強い舗装

技術、防雪技術の開発を積極的に進めるべきである。 

 

実用化に向けた未利用

エネルギーを活用した

消融雪施設の整備 

 ○省エネルギーなどの環境に配慮した技術開発の推進と

して、太陽熱や風力などの自然エネルギーや未利用エネ

ルギーの活用に関する技術開発について取り組むべきで

ある。 

６）新しいニーズに対応した雪寒技術対策の推進 
■道路管理手法の高度化 

凍結予測画面降雪予測画面

気象データ

観測データ

出動! 

除雪基地
道路情報管理センター

降雪予測画面 凍結予測画面

適切な出動

■実用化に向けた未利用エネルギーを活用した消融雪施設の整備 

図５６ 温泉熱を利用した消融雪施設（鳥取県）  

図５５ 各種センサーを利用した降雪・凍結予測システムの利用例  

融雪状況 配管設置状況 

図５７ 湖水熱を利用した 

       消融雪施設（猪苗代町） 

写真 融雪状況 

 

現地の融雪状況 

・湖水熱利用融雪システム事例 

融雪イメージ図 
資料：国土交通省 

Column 
～未利用エネルギーの種類～ 

未利用エネルギーとは、河川水・下水等の温度差エネルギー(夏は大気よりも冷た
く、冬は大気よりも暖かい水)や、工場等の排熱といった、今まで利用されていなか
った下図のようなエネルギーを総称したものである。 

資料：資源エネルギー庁
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2．冬期道路管理を効率的に実施する行政システムに関する事項 

 

1）評価システムによる事業執行 

雪寒事業の特性を踏ま

えた費用便益分析等に

よる事業評価の推進 

 

 

 ○事業についての適正な評価を行うとともに、雪寒事業の

効果の程度を国民に対して分かり易く説明するため、雪

寒事業の特殊性を踏まえた費用便益分析の検討を進め、

適切な事業評価を進めるべきである。 

 

アウトカム指標による

評価システムの導入 

 

 

 

 ○雪寒事業の効果や進捗状況を明らかにするため、雪寒事

業の事業目的に即したアウトカム指標※を設定・評価す

べきである。そのためには、冬期の交通状況や気象状況

に関する基礎データの収集・蓄積を推進すべきである。

 

２）サービスレベルの明確化 

地域特性を踏まえた冬

期道路管理水準の明確

化 

 ○降雪の多少に係わらず効率的な冬期道路管理を図るた

め、雪国の地域特性や路線の重要性に応じたサービスレ

ベルを設定するとともに、わかりやすい基準を検討すべ

きである。 

 

○また、地域住民との適切な役割分担を図るためには、行

政の責任範囲を明確化することが必要不可欠であり、サ

ービスレベルの設定とともに、冬期道路管理水準の明確

化を図っていくべきである。 
 

 

 

3）ライフサイクルコストの縮減 

雪対策施設におけるラ

イフサイクルコストの

考え方の導入 

 

 

 ○消融雪施設に代表されるような雪対策施設は，初期投資

額に比較して、維持管理にかかるコスト割合が高い状況

にあることから、ライフサイクルコスト※の考え方を導

入して、適切な施設の計画・設計を行い、総合的なコス

ト縮減に取り組むべきである。 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※アウトカム指標（out come） 
真に国民の立場に立った行政運営のためには、「資源をいくら投入したか（＝インプット）」や「何をしたか、何がどの

程度できたか（＝アウトプット）」だけではなく、「国民の何がどのように改善されるか」という「アウトカム（成果）」

を明らかにすることが重要である。政策評価の実施にあたっても、それぞれの政策が目指すアウトカム目標を明示する

とともに、その業績を測定するためのアウトカム指標を設定することとしている。 
※ライフサイクルコスト（life cycle cost） 
ライフサイクル（life cycle）とは、一生涯の意味。道路においては、計画・設計・施工・管理・廃棄処分の各段

階ごとに費用がかかるが、そのライフサイクル中に発生する費用（コスト）の総称のこと。 

１）評価システムによる事業執行 

２）サービスレベルの明確化 

３）ライフサイクルコストの縮減 

■アウトカム指標による評価システムの導入 

・アウトカム指標により政策目標を設定 
・毎年度、業績の分析と評価を行い、その結果を公表 

資料：H14年国土交通省 

業績の
分析･評価

現況値の
算出

目標値の
設定

予算等への反映

評価結果の
公開

事業
執行

ｱｳﾄｶﾑ指標の
設定

アウトカム指標の設定フローアウトカム指標の設定フロー

■地域特性を踏まえた冬期道路管理水準の明確化 

滑りにくい                          滑りやすい

こな雪・つぶ雪 
シャーベット 

圧雪 
つぶ雪下層氷板 

氷膜・氷板 
こな雪下層氷板 

非常に滑りやすい
氷膜・氷板・圧雪

路面水準４

■雪対策施設におけるライフサイクルコストの考え方の導入 

図５５ 消融雪施設における 
      ライフサイクルコストのイメージ 

資料：国土交通省資料 
注：整備後10年以上経過した
整備済み延長を老朽化延長と
した 

消雪井戸内を容易で迅
速な点検が可能となる
修繕ロボットを活用し、
ライフサイクルコストの
低減を図ることが可能

資料：平成12年札幌市雪対策基本計画

●冬期路面管理水準と路面水準  

路面水準３ 路面水準２ 路面水準１

◆消融雪施設におけるライフサイクルコストイメージ ◆設備後10年以上経過した整備済み延長 

資料：国土交通省 
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図５６　整備後10年以上経過した整備済み延長
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初期投資 
（ｲﾆｼｬﾙｺｽﾄ） 

ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ 

ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ 

大規模修繕費 
（ﾒﾝﾃﾅﾝｽｺｽﾄ） 

更新時期 

初期投資 

年 

費用 
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4）開かれた行政運営 

雪対策に関するアカウ

ンタビリティ※の徹底 

 ○雪寒事業は雪国で生活する住民にとっては、もっとも身

近で関心の高い公共事業の一つであることから、事業の

実施に当たっては、一層の説明責任の向上を図るととも

に、パブリック・インボルブメント※やパブリックコメ

ント※等の導入を図るべきである。 
 

5）地域住民との関係の構築 

NPO、地域住民等との適

切な役割分担に基くパ

ートナーシップの構築

の促進 

 ○雪国の地域づくりの主役はあくまで「自己責任のもとに

自己決定を下していく自立した住民」であり、今後の雪

国の道づくり、道づかいを円滑に進めていくためには、

地域住民、行政、地域コミュニティー、NPO など官民共

同の精神に基づく連携強化やネットワークづくりの取

り組みを進めるべきである。 
 

 
 

 ○行政と地域住民とのパートナーシップでつくる協働型

の雪処理活動を推進するためには、両者の連携を支える

コーディネータとしてＮＰＯ等の育成を支援すべきで

ある。 

次世代に向けた雪に関

する教育活動への支援 

 ○雪国の美しい自然、文化・伝統を次世代に引き継いでい

くとともに、ボランティア活動などへの積極的な参加を

図るためには、雪国の知識・知恵や公共意識を涵養して

いくための総合学習等との連携や支援を進めるべきで

ある。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

資料：国土交通省 

※パブリック・インボルブメント（public involvement） 
公共事業等を進める上で、計画策定や意思決定の段階から、住民の参加を求め、住民など広く関係者の意見をできるか

ぎり反映させる方式のこと。 
※パブリックコメント（public comment） 
 制度や施策を決定する前の段階で案を公表して、国民からの意見や情報を募集し、寄せられた意見・情報に対する考え

方を明らかにした上で意思決定を行う手続きのこと。 

※アカウンタビリティ（accountability） 
公共事業実施者の説明責任のこと。公共事業の説明責任とは、「政策、施策等を説明する責任」という意味に加え、「政策、

施策等を説明できる方法で実施する責任」という意味を含み、政策、施策等の内容の説明、実施過程の説明、実績の評価

等を国民に対して実施する責任があり、さらに、その説明を「わかりやすく」行う責任があることをいう。 

４）開かれた行政運営 
■雪対策に関するアカウンタビリティの徹底 

道・地域づくりを計画の初期

段階から情報提供や意見聴

取を実施し、より多くの住民

との対話を行う「対話型の

道・地域づくり」を積極的に

実施。 

■次世代に向けた雪に関する教育活動への支援 

資料：がっこうだいすき（新潟日報社） 
総合学習『雁木のひみつ発見』 

上越市大町小学校６年生は、地元のシンボルである
雁木が強い日差しや雨や雪などから守ってくれてい
ることを総合学習を通して学習。 

図５７  『これからの雪対策』

 平成13年1月の
大雪により児童達
が苦労して登下校
している状況がき
っかけ。地域振興
会、津幡町、国が
連携し、通学路の
歩道除雪を実施。 

活動状況事例【石川県津幡町井上地区振興会】 

公
（行政）

共
町内会

自治会

PTA

私
（地域住民）

協
ボランティア

NPO
など

５）地域住民との関係の構築 
■ＮＰＯ、地域住民等との適切な役割分担に基づくパートナーシップの構築と促進 

資料：雪国の視座 

図５８ 雁木について学ぶ地域の小学生 

雪国では、「公・私・
共・協」が、各々対等
の立場で、雪対策に向
けた共通の活動目標を
もち、協働型ネットワ
ークをつくることで、
新しい地域住民との関
係を構築する。 

～雪に関する教育活動～ 

美しく楽しい「雪の結晶」ゾーン 
展示室 

「雪の科学館（石川県 加賀市）」 

雪氷実験教室 

Column 
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おわりに 

 
 この懇談会においては、雪は雪国の人々の生活に直接的な影響を及ぼすため、道路行政にかぎ

らず、雪国の特徴を考えた住宅、日常生活、産業支援、防災等の幅広い分野に関する議論がなさ

れた。特に、雪国は、「たまる水」である雪を豊富に有する資源豊かな地域であることから、雪

を新たなエネルギー資源として活用することの重要性についても多く触れた。 

本提言では、冬期の道路交通確保を図ることに主眼をおき、道路行政に関係の深い部分につい

て取りまとめた。本事業は、自治体等、様々な行政分野との係わり合いが深い事業であることか

らも、今後は、道路行政間および様々な行政分野との連携はもとより、雪国地域の方々との密接

な連携が必要である。また、雪国で生活する人だけでなく、雪国以外で生活する人を含めて雪に

関する“公共意識”に基づいた行動が求められている。 

 最後に、今後の雪国においては、従来の行政の枠組みにとらわれることなく、また官と民が互

いに連携を強化して、美しい雪国づくりが実現することを希望する。 

 

 

 

付 録 

 
「雪みち懇談会提言の実現に向けた具体策について」 
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『雪みち懇談会提言の実現に向けた具体策について』アンケート結果 

  

雪国で生活するみなさんの意見・要望を広くお聞きするため、自治体、一般住民の方々を対象に「雪みち懇談会提言の

実現にむけた具体策」についてのアンケートを行い、594 名の方々からご回答、参考となる多数のご意見をお寄せいた

だきました。 

以下に、みなさんからお寄せいただいたご意見・ご要望とアンケート結果を掲載します。 

（アンケートは平成 15 年 8 月～9 月にかけて、郵送および FAX、インターネットの HP により行いました） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『北海道』 
・雪国に住む住民にとっては地域間を連絡する幹線道路は生命道路と考えられる。そのため大雪・

地吹雪等にも対応可能な対策が今後も必要不可欠です。（自治体） 
・違法駐車による、除雪の妨げ、道路幅の減少による危険があり、運転者一人一人のモラル＆自覚

が必要。（一般） 
・各自治体（市町村）に冬期バリアフリー対策の重要性を、より強く認識してもらうためのＰＲ及

び啓蒙をおこない、より積極的な計画立案及び整備の推進を図る必要がある。（自治体） 
・観光地へのアクセス道路の整備及び除排雪強化はもとより、道路利用者が安全かつ安心して目的

地に到達できるなどの、利用者にとってわかりやすい情報提供の推進が必要。（自治体） 

『東北』 
・幹線道路と並行する道路の整備が必要と考える。

（山形、自治体） 
・各道路管理者間の連携、情報の共有等を深めれば、今以上

に冬期道路管理を高効率化できると思う。（岩手、自治体） 
・歩道除雪はボランティア団体等の協力が必要であり、ボラ

ンティア団体と行政が役割分担を明確にし対応する必要が

ある。（秋田、自治体） 
・いかに地域と一体となり、必要性を理解してもらい、町内

会、PTA、ボランティア団体等の協力を得て取り込んでい

くかが課題。（青森、自治体） 
・イベント開催時においては、通常より力を入れた除排雪を

する。（青森、自治体） 
・スキー客等を誘致するには安全な道路の確保が重要と考え

ます。（福島、一般） 

『北陸』 
・除雪レベルの平準化に取りくんでほしい。 

（新潟、一般） 
・合併後の市町村圏の経済・社会生活を支える幹

線市町村道（都市計画道路など）の冬期ネット

ワークの確保が重要。（新潟、自治体） 
・冬になると、歩道のない狭い道路は通行が大変

危険である。（新潟、一般） 
・駅周辺の歩行者空間ネットワークの確保と歩道

整備の推進が必要。（新潟、自治体） 
・一般市民でも運搬できる車輌とセットで除雪機

械の貸し出しを行ってはどうか。（石川、一般） 
・もっと狭い範囲のネットワークを考えた整備が

必要なのではないか？（富山、一般） 

『その他雪寒地域』 
・雪国の景色は大変すばらしいが、冬期間には観光客が道路を歩いて楽しむこと

ができない。冬期間も歩けるよう歩道の整備が必要。（歩道除雪も含め）

（長野、自治体） 
・雪に対しての住民の希望が年々厳しくなっているように感じる。どのレベルま

で責任もって対応してゆくかが問われることになると思う。また車道だけでな

く歩道除雪の要望が多くなっている。（鳥取、自治体） 

1 幹線道路の雪対策は満足 4 幹線道路の代替路を確保をして欲しい

2 幹線道路は概ね満足だが、場所により 5 地域ネットワークの確保もして欲しい

今後も対策して欲しい

3 道路整備など他の事業費用を減らしても

もっと雪対策を進めて欲しい

1 バス停留所、乗車口周辺の消融雪や 4 迷惑駐車の禁止に向けた啓発活動を

除排雪を進めるべき 進めるべき

2 マイカー自粛に向けた啓発活動を 5 バス停において、利用者を待たせない

進めるべき ために情報提供の充実を進めるべき

3 公共交通、緊急医療ルートにおける

除雪計画を作成するべき

1 住民協力の必要性をPRする 4 除雪機械の貸し出しを行う

2 住民協力を助ける市町村からの補助金 5 行政と住民との連携を助ける

コーディネーターの人材を確保する

3 ボランティア団体や自治会などから 6 住民協力による除排雪支援のための

除排雪支援を得る 雪捨て場を確保する

雪みち計画を

策定している自治体

雪みち計画を

策定していない自治体

Ｑ．今後の冬期の渋滞緩和に向けた方策として良いと思うものはどれです
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Ｑ．今後の幹線道路の雪対策は、どのように進めていけば良い

と思いますか？（2 つまで選んで回答） 

Ｑ．冬期の公共交通機関の確実性、信頼性を高めるための渋滞対策と

して有効だと思うものはどれですか？（2 つまで選んで回答） 

Ｑ．歩道除雪など施策を推進するにあたり、住民協力を得るための有効な

手段はどれだと思いますか？（2 つまで選んで回答） 

29%

3%

68%

1策定している 2策定する予定あり 3策定する予定なし

Ｑ．各自治体において、地域防災計画の中で積雪

期の地震災害予防計画は策定していますか？ 

※回答していただいた自治体により集計を行っている

ため、実際の策定状況とは異なる場合があります 

雪国オピニオンボード 
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43.8% 35.6% 20.5%

82.3% 14.0%3.7%
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自治体

一　　般

1 より円滑な道路交通を確保するためには 2 行政が責任を持って消融雪施設などを 3 公共交通を利用しやすくするため、他の

地域住民との連携方策を導くことが必要 全面的に整備すべき 事業との連携方策（バスロケ等）が必要

31.4% 8.4% 21.9% 17.9% 8.0% 12.4%

25.7% 15.2% 19.2% 18.5% 7.2% 14.1%
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